
地 方 消 費 者 行 政 に 対 す る 国 の 実 効 的 支 援 を 求 め る 意  見 書    現 在 、 国 に お い て 地 方 消 費 者 行 政 の 充 実 策 が 検 討 さ れ て い る が 、  他 方 で は 地 域 主 権 改 革 の 議 論 が 進 め ら れ て お り 、 地 方 消 費 者 行 政 に  対 す る 国 の 役 割 ・ 責 任 が 不 明 確 と な る こ と が 懸 念 さ れ る 。   も と よ り 地 方 公 共 団 体 が 独 自 の 工 夫 、 努 力 に よ り 消 費 者 行 政 を 充  実 さ せ る こ と は 当 然 で あ る が 、 消 費 者 行 政 に 対 す る 地 方 公 共 団 体 の  意 識 や 体 制 に は 大 き な 格 差 が あ る の が 現 状 で あ る 。   国 か ら の 支 援 と し て 、 地 方 消 費 者 行 政 活 性 化 交 付 金 等 が 存 在 す る  が 、 期 間 限 定 の 支 援 に 留 ま っ て お り 、 相 談 窓 口 の 体 制 強 化 等 の 継 続  的 経 費 へ の 活 用 に は 自 ず と 限 界 が あ る 。   し た が っ て 、 国 は 地 方 公 共 団 体 が 地 域 の 実 情 に 応 じ て ス ム ー ズ に  消 費 者 行 政 の 強 化 を 行 う こ と が で き る よ う 、 地 方 消 費 者 行 政 充 実 の  た め の 継 続 的 か つ 実 効 あ る 支 援 を 行 う べ き で あ る 。  よ っ て 、 国 に お か れ て は 、 次 の 措 置 を 講 じ る よ う 強 く 要 望 す る 。  １  地 方 消 費 者 行 政 活 性 化 基 金 等 の 延 長 も 視 野 に 入 れ つ つ 、 使 途 を  消 費 者 行 政 と 明 示 し た 継 続 的 か つ 実 効 的 な 財 政 支 援 を 行 う こ と 。  ２  消 費 生 活 相 談 窓 口 に つ い て 一 定 の 基 準 を 示 す と と も に 、 都 道 府  県 と 市 町 村 が 広 域 的 に 連 携 し て 相 談 窓 口 を 設 置 す る 方 策 な ど 、 地  方 公 共 団 体 に と っ て 利 用 し や す い 制 度 枠 組 み を 提 示 す る こ と 。  ３  消 費 生 活 相 談 員 を 含 め 、 常 勤 は も ち ろ ん 非 常 勤 の 立 場 で あ っ て  も 、 専 門 性 に 見 合 っ た 待 遇 の も と で 安 定 し て 勤 務 で き る 専 門 職 任  用 制 度 を 整 備 す る こ と 。   以 上 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。                         平 成 ２ ３ 年 ９ 月 ３ ０ 日                三 浦 市 議 会 議 長  岩  野  匡  史   意 見 書 提 出 先  内 閣 総 理 大 臣 、 内 閣 府 特 命 担 当 大 臣 （ 消 費 者 及 び 食 品 安 全 ） 、 財 務 大臣 、 総 務 大 臣  


